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 市内在住の６０歳以上の方を対象とした市民講習（入会説明会）を開催しました。それぞれ

の分野でご活躍の講師をお招きし、大変興味深い講習をしていただきました。 
 また、講習後の入会説明会では、多くの方にシルバー人材センターの仕組みや仕事内容に関
心を持っていただいき、そのうち２人に当日入会していただきました。 
 

いきいきストレッチ教室 
１１月１５日（金）、本部４階研修室において、『いきいき

ストレッチ教室』と題した講習を開催し、６人が参加されまし
た。 
㈱広島元氣いっぱいプロジェクトから岩崎講師を迎え、だれ

でも自宅等で簡単にできるストレッチの方法を紹介していた

だきました。 
 
 

あなたにもできる植木の手入れ 
 １１月２２日（金）、本部４階研修室において、『あなたに

もできる植木の手入れ』と題した講習を開催し、７人が参加さ

れました。 

 当センターの植木スクールの講師であり、樹木医で広島市の
被爆樹木の調査協力や助言をされている堀口講師を迎え、道具
の使い方やせん定の時期・方法について詳しく教えていただき

ました。 
 
 

栄養講座～わくわく健康教室～ 

 １１月２７日（水）、本部４階研修室において、『栄養講座

～わくわく健康教室～』と題した講習を開催し、１０人が参加

されました。 

マイライフ株式会社オールラボから管理栄養士である大野

講師と髙野講師を迎え、前半は体組成計やベジチェックによる

健康状態の確認を、後半は元気に過ごすための知って得する

「栄養」のお話を行っていただき、様々な視点から『栄養』に

ついて考える機会となりました。 

  

任せてね‼ あなたと地域のお手伝い 
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 市民講習を開催しました 
 



 
 

 

 
 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（以下「フリーランス法」とい

う。）が令和６年１１月１日に施行されました。 

この法律は、フリーランス（従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指し

ます。）として働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されたもの

で、会員の皆様にもかかわる内容です。 

フリーランス法では、業務を委託する発注者（特定業務委託事業者）はフリーラン

ス（特定受託事業者）に対して、就業条件（業務内容や報酬額など）を書面又は電磁

的方法で明示する義務があります。 

 

 

 

 

・ 現在、請負または委任の形態で就業している会員の皆様は、このフリー

ランスに該当し、フリーランス法が適用されます。 

・ フリーランス法が施行されましても、会員の皆様とセンターとの関係は

変わりません。お仕事の内容や配分金のお支払いもこれまで通りですので、

安心してお仕事についていただけます。 

・ 就業条件の明示は、原則、会員専用サイト「Smile to Smile」を利用し

て行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１１月よりフリーランス法が施行されています 

Smile to Smile 

 

 シルバー人材センター 



 
 

 

 

 

 

当センターでは、フリーランス法に対応するため、会員の皆様の仕事の内容

などの就業条件は、原則として会員専用サイト「Smile to Smile」でお知らせ

することになります。 

●「Smile to Smile」を利用するには、あらかじめ会員の皆様ご自身での登録が必要

です。登録をすると、センターから依頼した仕事の内容をいつでもスマホ等で確認

ができるうえ、配分金の明細（※）や、センターからのお知らせなどをご覧いただ

けます。 

●未登録の場合は、書面での郵送や手渡しとなり、時間や来所の手間がかかりますの

で、できるだけ早く「Smile to Smile」の登録をお願いします。 

※  配分金の明細は、令和７年４月以降の郵送を廃止し、「Smile to Smile」によりご確認いた
だく方法へと移行します。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

【登録方法が分らない場合は】 

 

 

  

未登録であっても、就業などの会員活動ができなくなるわけではありませんが、登
録すればセンターからのお知らせや就業情報、配分金明細書等を確認することがで
きますので、是非この機会にご登録ください。 

 

 

 

８月末時点で未登録の会員には、【ひろしまシルバーだより第 129 号】（９月
送付）に登録のための関係資料（登録に必要なログイン情報を含みます。）を同封
していますので、ご確認ください。 
また、９月以降に入会された方には、会員証に同封する形で、同様の資料をお

送りしています。 
 

登録について 
 

・センター職員が登録のお手伝いをいたします。 

・来所される場合は、事前にご連絡いただくとスムーズです。 

 

最寄りの事務所にお問い合わせください。 
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１１月に次のとおり、シルバー人材センターの入会説明会を実施しました。当センタ

ーでは、多くの方にシルバー事業を知っていただくために、本部や広島市内の公共施設

で入会説明会を実施しています。全体で２２人が参加し、６人が入会されました。 

 

開 催 日 場  所 

１１月２２日（金） シルバー人材センター本部 

１１月２５日（月） 
安芸区役所 

佐伯地域福祉センター 

１１月２７日（水） 南観音公民館 

１１月２８日（木） 東区地域福祉センター 

 
 

ハローワーク広島就職セミナー 

１１月１９日（火）、ハローワーク広島が開催した就職セミナーに参加し、シルバー

事業の説明を行いました。今後もハローワークと連携し、毎月このセミナーに参加して

会員確保に努めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

理事会専門部会 広報部会 

1１月１９日（火）、広報部会を開催しました。今回の

会議では、シルバーだより第 130 号の原稿の校正につ

いて協議し、活発な意見交換が行われました。 

 会議で出された修正案について、事務局で修正した後、

令和７年の年始に会員あてに郵送する予定です。 

会 員 拡 大 の 取 組 

入会説明会 （１１月） 

会 議 開 催 報 告 

 

ハローワークを訪れる方に、シルバ

ーでの働き方を説明しています。週

2～3日の短時間で就業を希望さ

れる方はシルバーがおすすめです！ 



 

 １１月２５日（月）、高齢女性のさらなる活躍をテーマに山口県で地方大会として開催され

た「やまぐちシルボンヌフェスティバル」に、理事、理事会専門部会委員及び事務局職員で参加

しました。 

当日は、シルバー人材センターの会員など約700人が参加し、エッセイストやコメンテー

ターとして活躍される安藤和津さんによる講演や、女性会員などによるパネルディスカッシ

ョンが行われ、明日を素敵に生きるヒントを学びました。 

視察に参加した会員は、「シルボンヌたちが生き生きと活躍している姿を見ると嬉しく、勇

気をいただいた。シルボンヌの知名度がさらに上がり、楽しい仲間作りができたら良いと思

う」「我々も広島県内のセンターの特色などを学び、各センターと活動交流ができれば良いと

思う」と感想を述べられていました。 

視察の結果は、当センターの女性会員の活動や会員拡大の取組の参考にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月５日（木）、シルバー活性化検討会議の委員と事務局職員で、北九州市と福岡市のシ

ルバー人材センターを訪問し、先進都市の取組を視察しました。 

訪問先のセンターの方々からシルバー事業の実施状況を説明していただき、特に女性会員

拡大の取組や女性会員が活躍している事業については、大変参考になりました。 

今回の視察結果を今後の取組に活かし、会員と事務局が一丸となって、当センターの活性

化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シルボンヌフェスティバルを視察しました

 先進地視察を実施しました

」  

※ 「シルボンヌ」とは、「シルバー」と「ボンヌ（フランス語で女性の「お手伝い」「親切」「優

れた」の意味）」を合わせた造語で、シルバー人材センターの女性会員の愛称です。 

北九州市シルバー人材センター 福岡市シルバー人材センター 



 

 

 

伯方の塩工場見学 

 １１月８日（金）、愛媛県今治市にて、会員研修見学会を開催しました。移動中の車内で、

当センターの現状や今後の取組について研修しながら、目的地を目指しました。 

目的地の「伯方の塩 大三島工場」では、普段私たちが使う「塩」の採取、製造方法から、

消費者のもとに届けられる過程を学ぶことができました。 

研修を通じて会員同士の交流が深まり、有意義な一日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいもパーティ 

1１月１３日(水)、広島市立中野小学校で、２年生児童による「おいもパーティ」が開か

れ、中野ふれあい農園に携わったシルバーの会員と職員が招待されました。 

おいもクイズや歌とダンスで歓迎してくださり、感謝のお手紙もいただきました。 

素敵な発表とプレゼントに、会員も大変喜んでおられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員部会「会員研修見学会」 

 

 
私たちの生活に欠かせない「塩」の製造方法を学びながら、会員同士の交流を深めました。 

 会員部会「農園育成事業」 

パワフルなダンスに元気をもらいました おいもクイズでは難問に挑戦しました 



 

 

 

料理研修会 

 

 １１月１３日（水）及び１１月２１日（木）に、広島市中央公民館２階において、料理

研修会を開催し、福祉・家事援助班に登録している会員を中心に、２日間で２６人が参加

しました。 

 公益財団法人広島県栄養士会から山田講師を迎え、

食品の衛生管理や乾物のアレンジレシピについて教

えていただきました。 

食品の衛生管理については、食中毒を防ぐポイント

を押さえた後、基本となる手洗いの正しい方法を演習

しました。 

また、切干大根やひじき等、4種類の乾物を利用し

たアレンジレシピについて実演を交えて教えていた

だき、参加者は熱心にメモを取っていました。 

 参加した会員からは、「正しく手洗いすることが大切だと感じた」、「研修で少し自信が

ついた」「たくさん学ぶことがあった」などの声が聞かれ、とても有意義な研修となりま

した。 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

乾物のアレンジレシピ試食 

 

山田講師による講義、実演 

手洗い演習の様子 

 就業会員向けスキルアップ研修会 



 

 

「佐伯区民まつり」では、初の試みとして、リサイクルショップで販売しているリサイ

クル衣料や会員手作りの小物を販売したところ、大変好評で２万円を超える売り上げと

なりました。。 

餅つき実演無料配布やキッチンカーなど人気スポットが近くにあり、多くの来場者に

効率よく PRができました。 

当センターに興味を持った方には、初年度会費無料キャンペーンなどシルバー事業に

ついて説明を行いました。 

 

 

区民まつりに参加しました 

「安芸区民まつり」では、初めて海田町シルバー人材センターと共同での参加となりま

した。海田町は、ひまわりせんべいや絵手紙、衣料などの即売会を行いました。当セン

ターは相談コーナーを設け、入会や受注の相談を行い、除草１件の受注を受け付けまし

た。 

１１月１０日（日）、「第４１回安芸区民まつり（安芸区総合福祉センターほか）」

と「第３９回佐伯区民まつり（佐伯区民文化センター）」に参加し、来場者に会員募集・

仕事募集のパンフレットやポケットティッシュ、チエブクローの付いたボールペンなど

を配布しながら、シルバー人材センターのＰＲを行いました。 



 

令和６年１１月１７日（日）、安佐北区役所で開催

された「第１０回あさきた元気フェスタ」に参加しま

した。 

今回のブースは屋内の体験型イベントコーナーの一

角で、点字名刺作り、スーパーボールすくい、ドロー

ンによるお菓子釣りなどを楽しむお客さんで賑わって

いました。当センターも負けないように、チエブクロ

ーの大きな縫いぐるみや幟旗を掲げ、来場者にティッ

シュやボールペンといった啓発物品を配るなどしてセ

ンターのＰＲを行いました。 

また、屋外で「うどん、むすびセット」を販売され

ていた安佐北区地域女性団体連合会（区女連）の皆さ

んが、当センターのリーフレットや啓発物品の配布に

御協力くださり、多くの方にアピールができました。 

これからもあらゆる機会を使って、シルバー人材セ

ンターの活動を広めていきます。 

 

 

 

 

 あさきた元気フェスタに参加しました（北支部） 

 
チエブクロー
かわいい！ 

区女連の皆さんにご協力いただきました 

202５年  1月 ６日 (月) 9：30～11：30 

広島市シルバー人材センター本部４階研修室 
女子会・ニュースポーツ・切り絵同好会などのイベント実施予定 

202４年１２月２０日(金)  9：30～11：30 

広島市シルバー人材センター 佐伯支部 
会員相互の交流・情報交換 

 
開催時間中は出入り自由です。ぜひお越しください！ 

 
高齢者いきいき活動ポイント対象事業（１ポイント）  



 

区分 令和６年度 令和５年度 差 

傷害事故 １５件 ２１件 △６件 

賠償事故 １７件 １４件 ３件 

計 ３２件 ３５件 △３件 

安全は 時間のゆとりと 心のゆとり 

就 業 現 場 視 察 を 実 施 し ま し た 

１１月１４日（木）、安全・適正就業部会で就業現場２か所を巡回し、安全な就業と

健康管理に努めるよう注意を呼びかけました。 

 観客席の座席の清

掃業務を行っていま

す。高所や急傾斜の

箇所では、細心の注

意を払って作業に取

り組んでいます。 

事 故 発 生 状 況 

（各年度１１月末現在） 
賠償事故について、草刈り機の使

用による飛び石事故が１件発生しま

した。 

草刈り業務では防護ネットの使用

や、危険箇所の事前チェックなど、

事故を未然に防ぐよう心がけましょ

う。 

また、これからますます気温が下

がり、体調を崩しやすくなります。

防寒、感染症予防の対策を今一度徹

底し、元気な状態で就業しましょう。 

★１２月の安全スローガン 

本川沿いの草刈り

を行っています。草刈

り機を使用するにあ

たり、付近を通行する

人や車に小石などが

飛散しないように、防

護ネット使用の徹底

を確認しました。 

交通安全講習会を実施します 

【講習会の実施日と開催場所】 

令和７年１月１７日(金) 安佐南区地域福祉センター 

２２日(水) シルバー人材センター本部  

２８日(火) 安芸区民文化センター  

２９日(水) 佐伯区地域福祉センター  

（時間は、いずれも 14:00～15:30） 

毎年多くの方々に参加していただいている講習会
です。近年発生している事故から学ぶ高齢ドライバー
の安全運転について、ＤＶＤ映像を活用した講習を予
定しています。 
お申込みは、１月１０日(金)までにシルバー本部へ。 

協力 広島市道路管理課安全対策係 

申込先  

電話 082（223）1156 

申込期限 令和７年１月１０日(金) 

お問い合わせ 企画係 上田・野村 

エディオンピースウィング広島 

 

本川左岸（アステールプラザ裏） 

 

 



 
 

 
 
  

「協同労働」学習会が、令和６年１２月１３日(金）１０時から佐伯区地域福祉セン

ターで開催されます。学習会では、佐伯区で活動されている団体『城山おたすけたい・

絆』の活動内容の紹介などがあります。この機会に、地域課題の解決に向けて仲間と

取り組む働き方について、学んでみませんか。 
 
ホームページ：「「協同労働」学習会「～住民が支え合うまちづくり～（佐伯区）を開催します。「

|「お知らせ「|「協同労働「(kyodo-rodo.jp)  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

広島市「協同労働」プラットフォーム 
受託団体：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

〒730-0005  広島市中区西白島町２３－９  広島市シルバー人材センター内 4 階 

電話番号 082-554-4400（土日祝を除く 10 時〜18 時） F A X 082-554-4401  

ホームページ https://kyodo-rodo.jp 

E-mail platform-hiroshima@roukyou.gr.jp 
※協同労働について詳しく知りたい方は、広島市「協同労働」プラットフォームまでお問い合わせください。 

コーナー 

 １２月１３日 「協同労働」学習会（佐伯区）のご案内 

 

定 員：２０名 

参加費：無料 
 
※ 参加をご希望の方は、「協同労働」 

プラットフォームまでお申し込みください。 

 

 １１月１９日 「協同労働」学習会（安芸区）が開催されました 

１１月１９日（火）、安芸区地域福祉センターで「協同労働」学習会が開催されました。 

学習会では、約 20名の参加者の中、『おひさま SUN』による活動内容（古民家を活用した

自然食ランチの提供や地域の季節行事の開催など）の紹介や、質疑応答などがありました。 

https://kyodo-rodo.jp/news/details/000486.html
https://kyodo-rodo.jp/news/details/000486.html
https://kyodo-rodo.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

植木スクール受講のための受講説明会を次のとおり開催します。 
 

会員向け 

日 時：令和７年２月２０日（木）１０：００～ （１時間程度） 

場 所：本部４階 研修室 

 

入会予定の方向け 

日 時：令和７年２月２１日（金）１０：００～ （１時間程度） 

場 所：本部４階 研修室 

 

◆ 申 込 先 電話 082（223）1156   

◆ お問い合わせ 業務第二係 船本・窪田まで 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

●植木スクール受講要件等  

① 募集人員：２０名程度 

② 実施時期：4月～７月・９月～１０月の間、延べ５０日間 

③ 受講場所：講義 本部４階研修室、実技 公共施設等 

④ 受 講 料：無料（交通費・昼食代等の支給なし） 

⑤ 受講終了後は必ず当センターの剪定業務に就くこと。 

⑥ 剪定道具(８尺の三脚等)を運搬できる車両を所有しているか、受講までに所有できること。 

⑦ 実習道具を準備できること。（新規購入の場合、３万円程度が必要） 

⑧ 延べ５０日間の講習に出席できること。 

 

◆受講申し込みは別途受け付けます。（受講生は後日面談により決定） 

※ 剪定業務に従事する会員は、受講し修了することが必須です。 
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自転車の乗車ルールが
  来月から更に厳しくなります

広島市
シルバー人材センター

安全推進担当
223-1156

広島県道路交通法施行細則第１０条第４号(１１月１日施行)

傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、

普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

違反した場合の罰則：５万円以下の罰金

道路交通法第７１条第５号の５（１１月１日施行）

重過失致死傷罪自転車で交通事故を起こし

相手を死傷させた場合
５年以下の懲役又は

１００万円以下の罰金で処罰されることあり！

自動車、原動機付自転車又は自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを

除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自

動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

傘スタンド利用運転は危険であり、

視野の妨げや安定を失うおそれの

ある場合は罰則の対象となります。

違反した場合の罰則

６月以下の懲役又は１０万円以下の罰金

事故を起こすなど危険を生じさせると

罰 則

１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

自転車の違反は現行では交通反則通告制度（青切符）の適用がな

いので、即、刑事手続き（赤切符）となり、起訴有罪となれば厳

しく処罰されます。自転車の違反を軽く考えないでください！！

注：自転車の青切符適用は２年以内
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　防護ネットは
　　　張ってはいたが！！

広島市
シルバー人材センター

安全推進担当
223-1156

防護ネット

の高さ

約1.6m

シルバーの車両を防護

ネットの代わりに使用

しないこと！！

約5m

縮尺 １/２５０
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